














（環境大臣が指定するものを除く）





圧縮機
（環境大臣が指定するもの及び冷凍機除く）









ただし、環境大臣が指定するものを除く





市街化調整区域 都市計画区域外

ただし、騒音関係は適用しない時間帯がある。

































の差が

背景騒音（暗騒音）の影響










